
○
総
務
省
令
第

号

電
波
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
及
び
同
法
を
実
施
す
る
た
め
、
電
波
法
施
行

規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
二
年

月

日

総
務
大
臣

高
市

早
苗

電
波
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
電
波
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

電
波
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改

正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応

し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
（
二
重
下
線
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定

」
と
い
う
。
）
は
、
当
該
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
り

、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。



改

正

後

改

正

前

（
公
表
す
る
免
許
状
記
載
事
項
等
）

（
公
表
す
る
免
許
状
記
載
事
項
等
）

第
十
一
条

［
略
］

第
十
一
条

［
同
上
］

［
一
～
三

略
］

［
一
～
三

同
上
］

［
２
～
４

略
］

［
同
上
］

５

第
一
項
か
ら
前
項
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
別
表
第
二
号
の
二
に
定
め
る
無
線
局
（
第
十
条
の
二
第
二

［
新
設
］

号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
無
線
局
、
非
常
局
及
び
特
別
業
務
の
局
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
に
つ
い
て
総

務
大
臣
が
公
表
す
る
免
許
状
記
載
事
項
等
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
登
録
局
に
つ
い
て
は
、

第
三
号
、
第
一
号
包
括
免
許
人
が
開
設
す
る
特
定
無
線
局
（
法
第
二
十
七
条
の
二
第
一
号
に
掲
げ
る
無
線
局
に

係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
は
、
第
四
号
を
除
く
。

一

免
許
人
等
の
名
称

二

無
線
局
の
種
別
又
は
無
線
設
備
の
規
格

三

無
線
局
の
目
的

四

無
線
設
備
の
設
置
場
所
、
移
動
範
囲
、
又
は
無
線
設
備
を
設
置
し
よ
う
と
す
る
区
域

五

周
波
数

６

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
別
表
第
二
号
の
二
第
１
に
掲
げ
る
無
線
局
の
前
項
第
一
号
の
規
定
の
適
用
に

［
新
設
］

つ
い
て
は
、
「
そ
の
他
の
免
許
人
等
」
と
い
う
名
称
で
公
表
す
る
。

７

第
五
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
別
表
第
二
号
の
二
に
定
め
る
無
線
局
の
第
五
項
第
四
号
の
規
定
の
適
用
に

［
新
設
］

つ
い
て
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
免
許
状
記
載
事
項
等
に
応
じ
て
、
当
該
各
号
の
と
お
り
公
表
す
る
。

一

無
線
設
備
の
設
置
場
所

同
表
第
１
に
掲
げ
る
無
線
局
に
あ
つ
て
は
、
都
道
府
県
名
（
船
舶
又
は
航
空
機
に
開
設
さ
れ
た
無
線
局

(1)
は
単
に
「
船
舶
」
又
は
「
航
空
機
」
若
し
く
は
「
船
舶
又
は
航
空
機
」
、
人
工
衛
星
に
開
設
さ
れ
た
無
線

局
は
単
に
「
人
工
衛
星
」
）

同
表
第
２
に
掲
げ
る
無
線
局
に
あ
つ
て
は
、
都
道
府
県
名
及
び
市
区
町
村
名
（
船
舶
又
は
航
空
機
に
開

(2)
設
さ
れ
た
無
線
局
は
当
該
船
舶
の
名
称
又
は
当
該
航
空
機
の
国
籍
記
号
及
び
登
録
記
号
、
人
工
衛
星
に
開

設
さ
れ
た
無
線
局
は
当
該
人
工
衛
星
の
軌
道
又
は
位
置
）

二

移
動
範
囲
又
は
無
線
設
備
を
設
置
し
よ
う
と
す
る
区
域

免
許
状
記
載
事
項
等
（
た
だ
し
、
総
務
大
臣
が

移
動
範
囲
又
は
無
線
設
備
を
設
置
し
よ
う
と
す
る
区
域
が
特
定
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
も
の
は

、
次
の

又
は

若
し
く
は
当
該
移
動
範
囲
又
は
当
該
無
線
設
備
を
設
置
し
よ
う
と
す
る
区
域
が
特
定
さ

(1)

(2)

れ
な
い
よ
う
必
要
な
措
置
を
講
じ
た
も
の
。
）

同
表
第
１
に
掲
げ
る
無
線
局
に
あ
つ
て
は
、
都
道
府
県
名

(1)

同
表
第
２
に
掲
げ
る
無
線
局
に
あ
つ
て
は
、
都
道
府
県
名
及
び
市
区
町
村
名

(2)

８

第
五
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
別
表
第
二
号
の
二
に
定
め
る
無
線
局
の
第
五
項
第
五
号
の
規
定
の
適
用
に

［
新
設
］

つ
い
て
は
、
無
線
通
信
規
則
第
五
条
に
規
定
す
る
周
波
数
の
分
配
の
区
分
（
当
該
無
線
局
に
指
定
さ
れ
る
周
波

数
を
含
む
。
）
を
公
表
す
る
。

（
免
許
状
記
載
事
項
等
を
公
表
し
な
い
無
線
局
）

（
免
許
状
記
載
事
項
等
を
公
表
し
な
い
無
線
局
）



第
十
一
条
の
二

法
第
二
十
五
条
第
一
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
無
線
局
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

第
十
一
条
の
二

法
第
二
十
五
条
第
一
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
無
線
局
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
（
第
十
条
の
二

第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
無
線
局
、
非
常
局
及
び
特
別
業
務
の
局
を
除
く
。
）
と
す
る
。

一

特
定
秘
密
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
八
号
）
第
三
条
に
規
定
す
る
特
定
秘
密
と

一

警
察
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
警
察
の
責
務
の
遂
行
上
必

し
て
指
定
す
る
も
の
に
係
る
も
の

要
な
無
線
通
信
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の

二

人
工
衛
星
、
宇
宙
物
体
又
は
ロ
ケ
ッ
ト
の
位
置
及
び
姿
勢
を
制
御
す
る
た
め
の
無
線
通
信
を
行
う
こ
と
を

二

自
衛
隊
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
第
三
条
に
規
定
す
る
自
衛
隊
の
任
務
の
遂
行
上
必
要

目
的
と
す
る
も
の

な
無
線
通
信
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の

三

核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
六
号

三

検
察
庁
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
一
号
）
第
四
条
に
規
定
す
る
検
察
官
の
職
務
の
遂
行
上
必
要
な

）
第
五
十
七
条
の
八
に
規
定
す
る
原
子
力
事
業
者
等
が
、
事
業
の
遂
行
上
必
要
な
無
線
通
信
を
行
う
こ
と

無
線
通
信
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の

を
目
的
と
す
る
も
の

四

別
表
第
二
号
の
二
に
定
め
る
無
線
局
で
あ
つ
て
免
許
等
の
有
効
期
間
が
六
箇
月
以
内
で
あ
る
も
の

四

外
務
省
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
九
十
四
号
）
第
三
条
に
規
定
す
る
外
務
省
の
任
務
の
遂
行
上
必
要

な
無
線
通
信
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の

五

前
各
号
に
掲
げ
る
無
線
局
と
同
様
の
無
線
通
信
の
態
様
を
行
い
、
か
つ
、
同
様
の
目
的
を
有
す
る
無
線
局

五

海
上
保
安
庁
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
十
八
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
海
上
保
安
庁
の
任
務

で
あ
つ
て
、
特
に
総
務
大
臣
が
認
め
る
も
の

の
遂
行
上
必
要
な
無
線
通
信
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の

［
削
る
］

六

国
及
び
地
方
公
共
団
体
相
互
間
に
お
い
て
消
防
組
織
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）

第
一
条
に
規
定
す
る
任
務
の
遂
行
上
必
要
な
無
線
通
信
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の

［
削
る
］

七

国
、
地
方
公
共
団
体
又
は
そ
の
他
の
団
体
が
開
設
す
る
無
線
局
で
あ
つ
て
、
水
防
法
（
昭
和
二
十
四
年
法

律
第
百
九
十
三
号
）
、
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
又
は
災
害
対
策
基
本
法
（
昭
和
三

十
六
年
法
律
第
二
百
二
十
三
号
）
の
規
定
に
基
づ
く
水
防
事
務
又
は
道
路
事
務
の
用
に
供
す
る
も
の

［
削
る
］

八

国
、
地
方
公
共
団
体
又
は
そ
の
他
の
団
体
が
開
設
す
る
無
線
局
で
あ
つ
て
、
災
害
対
策
基
本
法
そ
の
他
の

法
令
に
基
づ
き
防
災
上
必
要
な
無
線
通
信
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の

［
削
る
］

九

国
、
地
方
公
共
団
体
又
は
そ
の
他
の
団
体
が
開
設
す
る
無
線
局
で
あ
つ
て
、
別
表
第
二
号
の
二
で
定
め
る

も
の

［
削
る
］

十

地
方
公
共
団
体
が
開
設
す
る
無
線
局
で
あ
つ
て
、
都
道
府
県
知
事
又
は
消
防
組
織
法
第
九
条
（
同
法

第
二
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
設
け
ら
れ
る
消
防
の
機
関
が
消
防
事

務
の
用
に
供
す
る
も
の

［
削
る
］

十
一

一
般
社
団
法
人
又
は
一
般
財
団
法
人
が
開
設
す
る
無
線
局
で
あ
つ
て
、
警
察
官
署
又
は
消
防
官
署
に
対

し
犯
罪
又
は
火
災
の
発
生
等
人
命
及
び
財
産
の
応
急
を
通
報
し
、
そ
の
救
援
を
受
け
る
た
め
の
無
線
通
信

を
行
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の

［
削
る
］

十
二

貨
物
自
動
車
運
送
事
業
法
（
平
成
元
年
法
律
第
八
十
三
号
）
第
三
条
に
規
定
す
る
一
般
貨
物
自
動
車
運

送
事
業
の
許
可
を
受
け
た
者
、
同
法
第
三
十
五
条
に
規
定
す
る
特
定
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
の
許
可
を
受

け
た
者
、
同
法
第
三
十
六
条
に
規
定
す
る
貨
物
軽
自
動
車
運
送
事
業
の
届
出
を
し
た
者
、
貨
物
利
用
運
送

事
業
法
（
平
成
元
年
法
律
第
八
十
二
号
）
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
第
一
種
貨
物
利
用
運
送
事
業
の
登

録
を
受
け
た
者
又
は
同
法
第
二
十
条
に
規
定
す
る
第
二
種
貨
物
利
用
運
送
事
業
の
許
可
を
受
け
た
者
が
開

設
す
る
無
線
局
で
あ
つ
て
、
現
金
、
有
価
証
券
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
も
の
を
運
送
す
る
業
務
の
用
に
供

す
る
も
の

［
削
る
］

十
三

警
備
業
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
百
十
七
号
）
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
警
備
業
者
が
開
設
す
る

無
線
局
で
あ
つ
て
、
警
備
業
務
の
用
に
供
す
る
も
の

［
削
る
］

十
四

航
空
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
三
十
一
号
）
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
航
空
保
安
施
設
に
よ



つ
て
航
空
機
の
航
行
の
援
助
又
は
航
空
交
通
の
安
全
上
必
要
な
無
線
通
信
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
も

の

［
削
る
］

十
五

航
空
機
製
造
事
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
三
十
七
号
）
第
二
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
航
空

機
の
製
造
又
は
修
理
事
業
に
つ
い
て
、
経
済
産
業
大
臣
の
許
可
を
受
け
た
者
が
、
そ
の
事
業
又
は
業
務
の

安
全
か
つ
円
滑
な
遂
行
を
図
る
た
め
に
開
設
す
る
も
の

［
削
る
］

十
六

人
工
衛
星
、
宇
宙
物
体
又
は
ロ
ケ
ッ
ト
の
位
置
及
び
姿
勢
を
制
御
す
る
た
め
の
無
線
通
信
を
行
う
こ
と

を
目
的
と
す
る
も
の

［
削
る
］

十
七

大
使
館
、
公
使
館
又
は
領
事
館
の
公
用
に
供
す
る
無
線
局

［
削
る
］

十
八

前
各
号
に
掲
げ
る
無
線
局
と
同
様
の
無
線
通
信
の
態
様
を
行
い
、
か
つ
、
同
様
の
目
的
を
有
す
る
無
線

局
で
あ
つ
て
、
特
に
総
務
大
臣
が
免
許
状
記
載
事
項
等
を
公
表
す
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
と
認
め
る
も
の

（
混
信
若
し
く
は
ふ
く
そ
う
に
関
す
る
調
査
又
は
終
了
促
進
措
置
の
た
め
に
提
供
す
る
情
報
）

（
混
信
若
し
く
は
ふ
く
そ
う
に
関
す
る
調
査
又
は
終
了
促
進
措
置
の
た
め
に
提
供
す
る
情
報
）

第
十
一
条
の
二
の
三

法
第
二
十
五
条
第
二
項
の
無
線
局
に
関
す
る
事
項
に
係
る
情
報
で
あ
つ
て
総
務
省
令
で
定

第
十
一
条
の
二
の
三

法
第
二
十
五
条
第
二
項
の
無
線
局
に
関
す
る
事
項
に
係
る
情
報
で
あ
つ
て
総
務
省
令
で
定

め
る
も
の
の
う
ち
、
混
信
又
は
ふ
く
そ
う
に
関
す
る
調
査
に
係
る
も
の
は
別
表
第
二
号
の
二
の
二
、
終
了
促
進

め
る
も
の
の
う
ち
、
混
信
又
は
ふ
く
そ
う
に
関
す
る
調
査
に
係
る
も
の
は
別
表
第
二
号
の
二
の
二
、
終
了
促
進

措
置
に
係
る
も
の
は
別
表
第
二
号
の
二
の
三
の
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
第
二
号
の
二
第
１

、
第
１

措
置
に
係
る
も
の
は
別
表
第
二
号
の
二
の
三
の
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
十
一
条
の
二
第
一
号
、
第
二
号

(2)

、
第
１

及
び
第
１

に
規
定
す
る
無
線
局
（
第
十
条
の
二
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
無
線
局
、

、
第
五
号
及
び
第
六
号
に
規
定
す
る
無
線
局
（
第
十
条
の
二
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
無
線
局
、
非

(9)

( )10

( )11

非
常
局
及
び
特
別
業
務
の
局
を
除
く
。
）
の
も
の
並
び
に
同
表
第
１

、
第
２

及
び
第
２

に
規
定
す
る
無

常
局
及
び
特
別
業
務
の
局
を
除
く
。
）
の
も
の
並
び
に
同
条
第
七
号
、
第
八
号
及
び
第
十
号
に
規
定
す
る
無
線

( )13

(5)

(6)

線
局
の
う
ち
一

未
満
の
周
波
数
を
使
用
す
る
無
線
局
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

局
の
う
ち
一

未
満
の
周
波
数
を
使
用
す
る
無
線
局
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

GHz

GHz

（

1
1

）

（

1
1

）

別
表
第
二

号
の
二

免
許
状
記
載

事
項
等
の

一
部
を
公

表
す
る
無
線

局
第

条
第

５
項

関
係

別
表

第
二

号
の

二
免

許
状

記
載

事
項

等
を
公
表

し
な
い
無
線

局
第

条
の
２
第
９

号
関
係

第
１

公
表

内
容
が
特
に

制
限
さ
れ

る
無
線
局

衆
議
院

及
び
参
議

院
の
各
事

務
局
が

国
会
法

昭
和

年
法
律

第
号

第
第

１
項

に
規

定
す

る
１

衆
議

院
及

び
参

議
院

の
各
事

務
局
が

国
会
法

昭
和

年
法

律
第

号
第

第
１

項
に
規

定
す
る
事

(
1)

（

22
7
9

）

2
8

（

2
2

7
9

）

2
8

、
、

事
務
の
円

滑
な
遂
行
を

図
る
た
め

に
開
設
す
る

も
の

務
の

円
滑

な
遂

行
を

図
る

た
め

に
開
設
す

る
も
の

警
察

法
昭

和
年

法
律

第
号

第
２

条
第

１
項

に
規

定
す

る
警

察
の

責
務

の
遂

行
上

必
要

な
無

２
総

務
省

が
総

務
省

設
置
法

平
成

年
法
律
第

号
第
３
条

第
１
項
に

規
定

す
る

電
波
の

公
平

か
つ

(
2
)

（

2
9

1
6
2

）

（

11
9
1

）

、

線
通
信

を
行
う
こ
と

を
目
的
と

す
る
も
の

効
率

的
な

利
用

の
確

保
及
び

増
進
の
円

滑
な
遂
行
を

図
る
た
め

に
開
設
す

る
も

の

法
務
省
設
置

法
平
成

年
法
律
第

号
第

４
条
第

号
か
ら
第

号
の

３
ま

で
及

び
第

号
に

規
３

法
務

省
が

法
務

省
設

置
法

平
成

年
法

律
第

号
第

４
条
第

号
か

ら
第

号
の
３

ま
で

及
び

第
(
3
)

（

11
93

）

1
2

1
2

32

（

1
1

9
3

）

12
12

、

定
す

る
事
務
の
円

滑
な
遂
行

を
図
る
た

め
に
開
設
さ

れ
る
も
の

号
に

規
定

す
る

事
務

の
円

滑
な

遂
行

を
図
る
た
め

に
開

設
す

る
も
の

3
2

検
察
庁
法

昭
和

年
法
律
第

号
第
４

条
に
規
定

す
る
検
察
官

の
職

務
の

遂
行

上
必

要
な

無
線

通
４

公
安

調
査

庁
が

公
安

調
査

庁
設

置
法

昭
和

年
法

律
第

号
第

３
条

に
規

定
す

る
任

務
の

円
滑

(4
)

（

2
2

61

）

（

2
7

2
4
1

）

、

信
を
行
う
こ
と

を
目
的
と

す
る
も
の

な
遂

行
を

図
る

た
め

に
開

設
す
る

も
の

公
安

調
査

庁
が

公
安

調
査

庁
設

置
法

昭
和

年
法

律
第

号
第

３
条

に
規

定
す

る
任

務
の

円
５

財
務

省
が

財
務

省
設
置

法
昭

和
年
法

律
第

号
第
４

条
第

号
に

規
定
す
る

事
務

の
円

滑
な

遂
(
5
)

（

2
7

2
4
1

）

（

11
95

）

2
5

、
、

滑
な
遂
行

を
図
る
た
め

に
開
設
す

る
も
の

行
を

図
る

た
め

に
開

設
す
る
も

の

外
務

省
設
置
法

平
成

年
法
律
第

号
第
３

条
に
規
定
す

る
外
務

省
の

任
務

の
遂

行
上

必
要

な
無

６
国

税
庁

が
財

務
省

設
置

法
第

条
に
規
定
す

る
任
務
の
円

滑
な
遂
行

を
図

る
た
め

に
開

設
す

る
も

の
(
6)

（

1
1

9
4

）

1
9

、

線
通
信

を
行
う
こ
と

を
目
的
と

す
る
も
の

７
厚

生
労

働
省

が
厚
生

労
働
省

設
置

法
平
成

年
法
律

第
号

第
４

条
第
１

項
第

号
第

号
及

、
、

（

11
97

）

1
9

32

財
務
省
が

財
務
省
設

置
法

昭
和

年
法
律

第
号

第
４
条
第
１

項
第

号
に

規
定

す
る

事
務

の
び

第
号

に
規

定
す

る
事

務
の
円

滑
な

遂
行
を
図

る
た

め
に

開
設
す

る
も

の
(
7
)

（

11
95

）

2
6

46

、

円
滑

な
遂
行
を
図

る
た
め
に

開
設
す
る

も
の

８
農

林
水

産
省

が
農

林
水
産
省

設
置
法

平
成

年
法

律
第

号
第
４

条
第

号
に
規

定
す

る
事

務
の

、

（

11
9
8

）

20

厚
生
労
働

省
が

厚
生
労
働
省
設

置
法

昭
和

年
法
律

第
号

第
４

条
第

１
項

第
号

及
び

第
円

滑
な

遂
行

を
図

る
た

め
に

開
設

す
る

も
の

(8
)

（

11
9
7

）

3
2

4
6

、

号
に
規
定
す
る

事
務
の
円

滑
な
遂
行

を
図
る
た
め

に
開
設
す

る
も
の

９
国

又
は

地
方

公
共

団
体
が

漁
業
の
指

導
監
督

試
験

調
査
及

び
練
習

を
含
む

に
関
す

る
業

務
の

、
、

。

（

）

海
上
保

安
庁
法

昭
和

年
法

律
第

号
第
２
条

第
１
項
に
規

定
す

る
海

上
保

安
庁

の
任

務
の

遂
行

円
滑

な
遂

行
を

図
る

た
め

に
開

設
す

る
も
の

(
9)

（

2
3

2
8

）

上
必
要
な
無

線
通
信
を

行
う
こ
と

を
目
的
と
す

る
も
の

自
衛

隊
法

昭
和

年
法

律
第

号
第

３
条

に
規

定
す

る
自

衛
隊

の
任

務
の

遂
行

上
必

要
な

無
線

(
)

（

2
9

1
6
5

）

10



通
信

を
行
う
こ

と
を
目
的
と

す
る
も
の

国
及

び
地

方
公

共
団

体
相

互
間

に
お

い
て

消
防

組
織

法
昭

和
年

法
律

第
号

第
一

条
に

規
定

(
)

（

2
2

2
2
6

）

11

す
る
任
務
の

遂
行
上
必
要

な
無
線
通

信
を
行
う

こ
と
を
目
的

と
す
る
も

の

国
又
は

地
方
公
共

団
体
が

漁
業
の
指
導

監
督

試
験

調
査

及
び
練

習
を

含
む

に
関

す
る

業
務

(
)

（

）

12

、
、

。

の
円
滑
な

遂
行
を
図
る

た
め
に
開

設
す
る
も

の

地
方
公
共
団
体

が
開
設
す

る
無
線
局
で

あ
つ
て

都
道
府
県

知
事
又
は

消
防

組
織

法
第

９
条

同
法

第
(
)

（

13

、

条
に

お
い

て
準

用
す

る
場

合
を

含
む

の
規

定
に

よ
り

設
け

ら
れ

る
消

防
の

機
関

が
消

防
事

務
の

2
8

）

。

用
に
供
す
る

も
の

貨
物

自
動
車
運

送
事
業
法

平
成
元
年

法
律
第

号
第
３
条

に
規
定

す
る

一
般

貨
物

自
動

車
運

送
事

(
)

（

83

）

14

業
の

許
可

を
受

け
た

者
同

法
第

条
に

規
定

す
る

特
定

貨
物

自
動

車
運

送
事

業
の

許
可

を
受

け
た

者

、

3
5

3
6

（

、
、

同
法

第
条

に
規

定
す

る
貨

物
軽

自
動

車
運

送
事

業
の

届
出

を
し

た
者

貨
物

利
用

運
送

事
業

法

成
元

年
法

律
第

号
第

３
条

第
１

項
に

規
定

す
る

第
一

種
貨

物
利

用
運

送
事

業
の

登
録

を
受

け
た

者
8
2

）

又
は

同
法

第
条

に
規

定
す

る
第

二
種

貨
物

利
用

運
送

事
業

の
許

可
を

受
け

た
者

が
開

設
す

る
無

線
局

2
0

で
あ

つ
て

現
金

有
価

証
券
そ
の
他

こ
れ
に
類

す
る
も
の

を
運
送
す
る

業
務

の
用

に
供

す
る

も
の

、
、

警
備

業
法

昭
和

年
法

律
第

号
第

２
条

第
３

項
に

規
定

す
る

警
備

業
者

が
開

設
す

る
無

線
局

(
)

（

4
7

1
1
7

）
15

で
あ
つ
て

警
備
業
務

の
用
に
供
す

る
も
の

、

大
使

館
公
使
館

又
は
領
事

館
の
公
用

に
供
す
る
無

線
局

(
)

16

、

前
各
号
に

掲
げ
る
無

線
局
と
同
様

の
無
線
通

信
の
態
様

を
行
い

か
つ

同
様

の
目

的
を

有
す

る
無

線
(
)

17

、
、

局
で
あ
つ
て

特
に
総
務

大
臣
が
認

め
る
も
の

、

［

］

第
２

公
表
内
容

が
制
限
さ

れ
る
無
線
局

新
設

総
務

省
が

総
務

省
設

置
法

平
成

年
法

律
第

号
第

３
条

第
１

項
に

規
定

す
る

電
波

の
公

平
か

(
1
)

（

1
1

9
1

）
、

つ
能

率
的
な
利

用
の
確
保

及
び
増
進
の

円
滑
な
遂

行
を
図
る
た

め
に
開
設

す
る

も
の

国
税
庁

が
財
務
省

設
置
法
第

条
に
規

定
す
る
任
務

の
円
滑
な

遂
行

を
図

る
た

め
に

開
設

す
る

も
の

(2
)

19

、

厚
生

労
働

省
が

厚
生

労
働

省
設

置
法

平
成

年
法

律
第

号
第

４
条

第
１

項
第

号
に

規
定

す
(
3
)

（

1
1

9
7

）

1
9

、

る
事

務
の
円
滑
な

遂
行
を
図

る
た
め
に

開
設
す
る
も

の

農
林

水
産

省
が

農
林

水
産

省
設

置
法

平
成

年
法

律
第

号
第

４
条

第
号

に
規

定
す

る
事

務
(
4
)

（

1
1

9
8

）

2
1

、

の
円
滑
な
遂
行

を
図
る
た

め
に
開
設

す
る
も
の

国
地

方
公

共
団

体
又

は
そ

の
他

の
団

体
が

開
設

す
る

無
線

局
で

あ
つ

て
水

防
法

昭
和

年
法

律
(
5
)

（

2
4

、
、

第
号

道
路

法
昭

和
年

法
律

第
号

又
は

災
害

対
策

基
本

法
昭

和
年

法
律

第
号

1
9
3

）

（

2
7

1
8
0

）

（

3
6

2
2
3

、

の
規

定
に
基
づ

く
水
防
事
務

又
は
道
路

事
務
の
用

に
供
す
る
も

の

）国
地

方
公

共
団

体
又

は
そ

の
他

の
団

体
が

開
設

す
る

無
線

局
で

あ
つ

て
災

害
対

策
基

本
法

そ
の

他
(
6
)

、
、

の
法
令
に
基

づ
き
防
災

上
必
要
な
無

線
通
信
を

行
う
こ
と
を

目
的
と
す

る
も

の

航
空

法
昭
和

年
法
律
第

号
第
２
条

第
５
項
に
規

定
す
る
航

空
保

安
施

設
に

よ
つ

て
航

空
機

の
(
7)

（

27
23
1

）

航
行
の
援

助
又
は
航

空
交
通
の
安

全
上
必
要

な
無
線
通
信

を
行
う
こ

と
を

目
的

と
す

る
も

の

航
空
機
製
造
事

業
法

昭
和

年
法

律
第

号
第

２
条
の
２
の

規
定

に
よ

り
航

空
機

の
製

造
又

は
(
8
)

（

2
7

2
37

）

、

修
理

事
業

に
つ

い
て

経
済

産
業

大
臣

の
許

可
を

受
け

た
者

が
そ

の
事

業
又

は
業

務
の

安
全

か
つ

円
滑

、
、

な
遂
行
を
図

る
た
め
に

開
設
す
る

も
の

前
各

号
に

掲
げ

る
無

線
局

と
同

様
の

無
線

通
信

の
態

様
を

行
い

か
つ

同
様

の
目

的
を

有
す

る
無

線
(
9
)

、
、



局
で

あ
つ
て

特
に
総
務
大

臣
が
認
め

る
も
の

、

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。



（
無
線
局
免
許
手
続
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

無
線
局
免
許
手
続
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規

定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。



改

正

後

改

正

前

(
)

（
無
線
局
の
運
用
開
始
等
の
届
出)

無
線
局
の
運
用
開
始
等
の
届
出

第
二
十
四
条

法
第
十
六
条
又
は
法
第
二
十
七
条
の
六
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
は
、

第
二
十
四
条

［
同
上
］

次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
総
務
大
臣
又
は
総
合
通
信
局
長
に
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

［
一
～
六

同
上
］

［
一
～
六

略
］

２

次
の
各
号
に
掲
げ
る
無
線
局
の
免
許
人
は
、
当
該
無
線
局
の
運
用
開
始
の
日
ま
で
に
当
該
各
号
に
掲
げ
る
事

２

［
同
上
］

項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
総
合
通
信
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
当
該
事
項
を
変
更
し
よ
う
と
す

る
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

一

無
線
航
行
陸
上
局

通
常
方
位
測
定
区
域
（
方
位
及
び
距
離
を
も
つ
て
表
わ
す
昼
間
に
お
け
る
有
効
利
用

一

無
線
航
行
陸
上
局

運
用
規
則
第
百
八
条
第
三
号
及
び
第
四
号

こ
れ
ら
の
規
定
を
運
用
規
則
第
百
八
十
二

(

区
域
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
、
運
用
す
る
時
間
そ
の
他
必
要
と
認
め
る
事
項

条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

に
掲
げ
る
事
項

)

［
二
～
三

略
］

［
二
～
三

同
上
］

３

［
略
］

３

［
同
上
］

別
表
第

三
号
の
四

無
線
局
の

運
用
開
始

等
に
係
る
届

出
書
の
様

式
第

条
第

３
項

関
係

総
務

大
臣

又
は

別
表

第
三

号
の

四
無

線
局
の
運

用
開
始

等
に
係

る
届
出

書
の

様
式

第
条
第

項
関
係

総
務

大
臣

又
は

総

（

2
4

）
（

（

24
3

）
（

）

）

総
合
通
信
局

長
が
こ
の

様
式
に
代
わ

る
も
の
と

し
て
認
め

た
場
合
は

そ
れ
に
よ

る
こ

と
が

で
き

る
合

通
信

局
長

が
こ

の
様

式
に
代

わ
る
も
の

と
し
て
認

め
た
場
合
は

そ
れ
に

よ
る
こ
と
が

で
き
る

、
、

。
。

無
線

局
の
運
用
開

始
等
の
届

出
書

無
線
局
の

運
用
開
始
等

の
届
出
書

年
月

日
年

月
日

（

1

）

（

1

）

総
務
大
臣

殿
注

総
務

大
臣

殿
注

□
電

波
法

第
条

第
項

の
規

定
に

よ
り

無
線

局
の

運
用

開
始

の
期

日
に

つ
い

て
下

記
の

と
お

り
届

け
出

□
電

波
法

第
条

第
項

の
規

定
に
よ
り

無
線
局
の

運
用

開
始

の
期
日

に
つ

い
て

下
記
の

と
お

り
届

け
出

ま
1
6

1
1
6

1
、

、
、

、

。
。

ま
す

す

□
電

波
法

第
条

第
項

の
規

定
に

よ
り

無
線

局
の

運
用

を
休

止
又

は
無

線
局

の
運

用
の

休
止

期
間

を
変

更
□

電
波

法
第

条
第

項
の

規
定
に

よ
り

無
線

局
の
運
用
を

休
止
又
は

無
線
局
の
運

用
の
休
止

期
間
を
変

更
す

1
6

2
1
6

2

、
、

。
。

す
る
の

で
下
記
の

と
お
り
届

け
出
ま
す

る
の

で
下

記
の

と
お

り
届

け
出
ま

す

、
、

□
電
波
法
第

条
の

第
項
の
規
定

に
よ
り

特
定
無
線

局
の
運
用
を

開
始
し

た
の

で
下

記
の

と
お

り
届

け
□

電
波

法
第

条
の

第
項

の
規

定
に

よ
り

特
定

無
線

局
の

運
用

を
開

始
し

た
の

で
下

記
の

と
お

り
届

け
2
7

6
2

2
7

6
2

、
、

、
、

。
。

出
ま

す
出

ま
す

□
無
線
局

免
許
手
続

規
則
第

条
第

項
第

号
の
規
定

に
よ
り

無
線
航
行
陸

上
局

の
通

常
方

位
測

定
区

域
□

無
線

局
免

許
手

続
規

則
第

条
第

項
第

号
の

規
定

に
よ

り
無

線
航

行
陸

上
局

の
無

線
局

運
用

規
則

第
百

24
2

1
2
4

2
1

、
、

、

運
用
す
る
時
間

そ
の
他
必

要
と
認
め

る
事
項
に
つ

い
て

下
記
の
と
お

り
届
け

出
ま

す
八

条
第

三
号

及
び

第
四

号
こ

れ
ら

の
規

定
を

同
規

則
第

百
八

十
二

条
に

お
い

て
準

用
す

る
場

合
を

含
む

に

、
。

。

（

）

。

掲
げ

る
事

項
に

つ
い

て
下

記
の
と

お
り

届
け

出
ま

す

、

□
無

線
局

免
許

手
続

規
則

第
条

第
項

第
号

の
規

定
に

よ
り

標
準

周
波

数
局

の
無

線
局

運
用

規
則

第
□

無
線

局
免

許
手

続
規
則

第
条
第

項
第

号
の
規

定
に
よ
り

標
準
周

波
数
局

の
無

線
局

運
用

規
則

第
条

2
4

2
2

1
4
0

2
4

2
2

14
0

、
、

。
。

条
各

号
に
掲
げ

る
事
項
に
つ

い
て

下
記
の
と
お

り
届
け
出
ま

す
各

号
に

掲
げ

る
事

項
に

つ
い

て
下

記
の
と
お

り
届
け
出
ま

す

、
、

□
無

線
局

免
許

手
続

規
則

第
条

第
項

第
号

の
規

定
に

よ
り

特
別

業
務

の
局

の
無

線
局

運
用

規
則

第
□

無
線

局
免

許
手

続
規
則

第
条
第

項
第

号
の

規
定

に
よ

り
特
別

業
務
の

局
の

無
線

局
運

用
規

則
第

条
2
4

2
3

1
4
0

2
4

2
3

1
40

、
、

。
。

条
各
号
に
掲

げ
る
事
項

に
つ
い
て

下
記
の
と

お
り
届
け
出

ま
す

各
号

に
掲

げ
る

事
項

に
つ

い
て

下
記
の

と
お
り
届

け
出

ま
す

、
、

（

2

）

（

2
）

注
注

記
記

［

～

］

［

～

］

１
３

略
１

３
同

上

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。



（
無
線
局
運
用
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条

無
線
局
運
用
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。



改
正
後

改
正
前

目
次

目
次

［
第
一
章
～
第
六
章

略
］

［
第
一
章
～
第
六
章

同
上
］

第
七
章

［
略
］

第
七
章

［
同
上
］

［
第
一
節
～
第
三
節

略
］

［
第
一
節
～
第
三
節

同
上
］

第
四
節

削
除

第
四
節

航
空
無
線
航
行
業
務
（
第
百
七
十
八
条

第
二
百
五
十
六
条
）

｜

第
百
七
十
八
条
か
ら
第
二
百
五
十
六
条
ま
で

削
除

（
使
用
電
波
）

第
百
七
十
八
条

航
空
無
線
航
行
業
務
に
使
用
す
る
電
波
の
型
式
及
び
周
波
数
は
、
別
に
告
示
す
る
。

第
百
七
十
九
条
か
ら
第
百
八
十
一
条
ま
で

削
除

（
規
定
の
準
用
）

第
百
八
十
二
条

第
百
八
条
の
規
定
は
、
航
空
無
線
航
行
業
務
に
準
用
す
る
。

第
百
八
十
三
条
か
ら
第
二
百
五
十
六
条
ま
で

削
除

［
第
八
章
～
附
則

略
］

［
第
八
章
～
附
則

同
上
］

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。



附

則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


